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　九州電力は、特定重大事故等対処施設の設置について、平成29年12月20日に
国に設置変更許可申請を行うとともに、佐賀県及び玄海町に対して安全協定に基
づき事前了解願いを提出しました。
　原子力規制委員会は平成31年4月3日に設置変更許可を行い、玄海町は令和元
年7月24日に事前了解を、佐賀県は同年8月9日に事前了解を行いました。

■特定重大事故等対処施設とは
　原子力発電所における様々な安全対策のバックアップ施設です。原子炉周辺建
屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより、原子炉を冷却
する機能が喪失し炉心が著しく損傷する場合に備えて、原子炉周辺建屋等との離
隔距離をもった頑健な建屋を設け、その建屋の中に原子炉格納容器の破損を防
止するための機能を有する施設を収納します。

■特定重大事故等対処施設の設置期限
　設置許可基準規則で、本体施設等の工事計画認可から5年以内に設置するよう
要求されており、玄海3号機は令和4年8月24日、4号機は同年9月13日が期限と
なっていました。令和4年7月6日、九州電力は、設置期限内に完成できない見通し
であるとして、設置期限以降、発電を停止し、特定重大事故等対処施設が完成する
まで発電を再開しないことを原子力規制委員会に報告しました。
　その後、3号機は令和4年12月5日に、4号機は令和5年2月2日にそれぞれ完成
し、運用を開始しています。

（２）再稼働後の対応
①経過措置
（ⅰ）玄海３、４号機 特定重大事故等対処施設の設置
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除去させることができます。
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②新たな知見等への対応
（ⅰ）基準地震動の見直し
　令和 3年 4月 21日、原子力規制委員会は、基準地震動を策定する手順のうち、
「全国共通に考慮すべき地震動」について、従来の評価に加えて「標準応答スペク
トル」に基づく評価を新たに要求しました。このことを踏まえ、九州電力は、標準
応答スペクトルを用いて策定した地震動を、新たに基準地震動（Ss-6）として策定
しました。

主な経緯

年 月日 内　容

4.21

4.26
R3

R6

R5

7. 7

8.23 九州電力は原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可申請

10.27 九州電力は原子炉設置変更許可申請を一部補正

2. 7 原子力規制委員会は原子炉設置変更を許可

11.21 九州電力は原子炉設置変更許可申請を一部補正

原子力規制委員会は、「震源を特定せず策定する地震動」に係る新規制基準を
改正（設置許可基準規則解釈の改正）

原子力規制委員会は、基準地震動の変更が不要であるとは認められないと
判断

九州電力は、評価の結果、新たに評価した地震動は現行の基準地震動を下回
ることから、基準地震動の変更が不要であることを説明する文書を原子力
規制委員会へ提出
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＜令和６年７月２５日原子炉設置変更許可申請の内容＞

（ⅱ）基準津波の見直し
　地震調査研究推進本部では、海域に存在する活断層の評価が進められており、
令和４年３月に日本海南西部の海域活断層の長期評価（九州地域・中国地域北方
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　九州電力は、同本部の長期評価を踏まえ津波評価への影響を確認した結果、現
行の基準津波を上回ることとなったことから、令和６年７月２５日に原子力規制
委員会へ、基準津波の見直しに係る原子炉設置変更許可申請を行いました。

※現在（令和７年７月）、原子力規制委員会による審査中
　なお、九州電力は基準地震動についても同本部の長期評価による影響を確認
し、これまで策定した基準地震動を下回ることを確認しています。

対馬南西沖断層群と宇久島北西沖断
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（１）緊急時対策棟の設置

その他の工事等

　九州電力は、新規制基準の施行に伴い、玄海原子力発電所における事故時の指揮
所について、代替緊急時対策所を設置し運用していましたが、さらに、会議室や対策
要員の休憩スペースの拡充など、支援機能を充実させた緊急時対策棟を新たに
設置し、令和 6 年 10 月 30 日から運用を開始しました。

９

主な経緯
年 月日 内　容

7.31

7. 8

H24

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R5

R6

H25 7.12

12.24
5.17

1.18

9.20

8.25
9.14
3.23
6.16

11.18

4.23
5. 7
12.11

10.30

3.30

9.10

新規制基準施行前、九州電力は事故時の指揮所として事務所内に緊急時対
策所を設置、運用

改正原子炉等規制法の施行（新規制基準施行）
九州電力は原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可、工事計画認可を申請
（代替緊急時対策所、免震重要棟含む）
代替緊急時対策所完成
九州電力は免震重要棟に代えて耐震設計の緊急時対策棟の設置を表明
九州電力は原子炉設置変更許可申請を一部補正（免震構造→耐震構造）
原子力規制委員会は原子炉設置変更を許可（代替緊急時対策所、緊急時対策
棟含む）
原子力規制委員会は玄海 3号機の工事計画を認可（代替緊急時対策所含む）
原子力規制委員会は玄海 4号機の工事計画を認可（代替緊急時対策所含む）
玄海 3号機再稼働
玄海 4号機再稼働
九州電力は原子力規制委員会へ原子炉設置変更届を提出（緊急時対策棟の
竣工時期を変更：R1.12→R5.9）
九州電力は原子力規制委員会に緊急時対策棟設置に係る設計及び工事計画
認可を申請（R3.4.16　一部補正）
原子力規制委員会は緊急時対策棟設置に係る設計及び工事計画を認可
緊急時対策棟の工事着工
緊急時対策棟の工事現場で鉄筋落下、作業員負傷
九州電力は原子力規制委員会へ原子炉設置変更届を提出（緊急時対策棟の
竣工時期を変更R5.9→R6.10）
緊急時対策棟　運用開始

九州電力は更なる安全対策として免震重要棟（免震構造の緊急時対策所）設
置を表明

【外観】

　原子力発電所で使い終わった使用済燃料は、再処理施設へ計画的に搬出して
再処理することを基本的方針とされていますが、その発生量は、国内で再処理で
きる量を上回っています。
　そのため、九州電力では、一時的に発電所内で使用済燃料を貯蔵する設備を増
強して使用済燃料の貯蔵管理に余裕を持って対応することとし、平成22年2月に
玄海原子力発電所3号機の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力増強等について、経
済産業省へ原子炉等規制法に基づく原子炉設置変更許可申請を行うとともに、佐
賀県及び玄海町に対して安全協定に基づく事前了解願いを提出しました。
　その後、九州電力は、使用済燃料の貯蔵方式の多様化を図ることについての検
討を行い、平成31年1月22日に原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可申請の
補正申請を行うとともに、佐賀県及び玄海町に対して安全協定に基づく事前了解
願いの補正を提出しました。
　国（原子力規制委員会）による審査の結果、令和元年11月20日に原子炉設置
変更許可が行われました。その後、佐賀県及び玄海町は、令和2年9月1日に事前
了解を行いました。九州電力は、令和2年10月15日から使用済燃料貯蔵設備の

（２）玄海３号機 使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力変更等
①主な経緯

貯蔵能力変更に係る工事を開始し、令和６年11月28日に工事を完了、同年12
月2日から運用を開始しました。
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その他の工事等
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所について、代替緊急時対策所を設置し運用していましたが、さらに、会議室や対策
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原子力規制委員会は玄海 3号機の工事計画を認可（代替緊急時対策所含む）
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玄海 3号機再稼働
玄海 4号機再稼働
九州電力は原子力規制委員会へ原子炉設置変更届を提出（緊急時対策棟の
竣工時期を変更：R1.12→R5.9）
九州電力は原子力規制委員会に緊急時対策棟設置に係る設計及び工事計画
認可を申請（R3.4.16　一部補正）
原子力規制委員会は緊急時対策棟設置に係る設計及び工事計画を認可
緊急時対策棟の工事着工
緊急時対策棟の工事現場で鉄筋落下、作業員負傷
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竣工時期を変更R5.9→R6.10）
緊急時対策棟　運用開始

九州電力は更なる安全対策として免震重要棟（免震構造の緊急時対策所）設
置を表明

【外観】

　原子力発電所で使い終わった使用済燃料は、再処理施設へ計画的に搬出して
再処理することを基本的方針とされていますが、その発生量は、国内で再処理で
きる量を上回っています。
　そのため、九州電力では、一時的に発電所内で使用済燃料を貯蔵する設備を増
強して使用済燃料の貯蔵管理に余裕を持って対応することとし、平成22年2月に
玄海原子力発電所3号機の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力増強等について、経
済産業省へ原子炉等規制法に基づく原子炉設置変更許可申請を行うとともに、佐
賀県及び玄海町に対して安全協定に基づく事前了解願いを提出しました。
　その後、九州電力は、使用済燃料の貯蔵方式の多様化を図ることについての検
討を行い、平成31年1月22日に原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可申請の
補正申請を行うとともに、佐賀県及び玄海町に対して安全協定に基づく事前了解
願いの補正を提出しました。
　国（原子力規制委員会）による審査の結果、令和元年11月20日に原子炉設置
変更許可が行われました。その後、佐賀県及び玄海町は、令和2年9月1日に事前
了解を行いました。九州電力は、令和2年10月15日から使用済燃料貯蔵設備の

（２）玄海３号機 使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力変更等
①主な経緯

貯蔵能力変更に係る工事を開始し、令和６年11月28日に工事を完了、同年12
月2日から運用を開始しました。
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（ⅰ）使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力変更（令和2年10月～令和6年11月）
　貯蔵容量を増やすため、使用済燃料ラック間距離を縮小させたものへ交換する。
　その際、ラックの材料にボロン添加ステンレス鋼を用いるなどして、十分な未臨界
性を確保できる設計とする。

（ⅱ）使用済燃料貯蔵設備の共用化
　設備の増強工事とあわせて、3号機使用済燃料貯蔵設備等を4号機と共用化す
る。

（ⅲ）原子炉容器上部ふた取替え（令和6年1月15日実施）
　信頼性向上のため、国内外の知見を踏まえた最新設計の原子炉容器上部ふたに
取り替える。なお、旧上部ふたは、既設の蒸気発生器保管庫（1、2号機共用）へ貯
蔵保管するため、保管庫の保管対象物の変更並びに3号機との共用化を行う。

②使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力増強工事概要
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